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実際の判決書（決定書） ウェブサイト 頁 行

 されるのであろう されるであろう 4 8

 取消さなければならない 取消きなければならない 5 12

 特段の明規 特段ら明規 6 12

 取得した 収得した 7 13

 国のために 国のために、 7 23

 採つても 採つても、 9 22

 計つた為めの 計つた為あの 9 24

 議論の岐れて来た 議論の岐れで来た 10 22

 実際の所有者。 実際の所有者、 12 5

 ものとされている ものときれている 12 8

 定めること 定あること 13 3

 定めること 定あること 13 7


